
   令和 7年 4月 1日より厚生労働省による入院時食事療養費改定が 

   下記の通り行われます。 

   ご理解とご了承いただきますようお願い申し上げます。 

   また、ご不明な点等ございましたら医事課までお問い合わせください。 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

※指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は令和７年4月1日から一般の方は３００円、市民税非課税世帯の方は 

上表の通りとなります。 


